
共創
KIKUGAWA

菊川市の魅力を共に創る
民間事業者と行政のパートナーシップ

「民間企業や関係団体、学校など、民間事業者の皆様と菊川
市が対話を通じて連携を深め、相互が持つ資源やノウハウを
活用することで、菊川市の新たな魅力を創出し、社会的課題
の解決につなげること」を目指します。
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お問い
合わせ先

静岡県菊川市役所企画財政部財政課
TEL ：0537-35-0919 メール：shisan@city.kikugawa.shizuoka.jp
HP：http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kikakuseisaku/kyousou

共創窓口

１

民間事業者の皆様から公民連携に関する相談・提案をいただく窓口です。
共創窓口（財政課）は、民間事業者の皆様と市役所各部課との橋渡し役となり、
事業の具体化に向けた検討や調整を行います。

共創事業実施までの流れ

提案・相談の受付

・電子メール（shisan@city.kikugawa.shizuoka.jp）
等により提案を受付
・提案内容について連携の可能性を検討

２ 対話・コミュニケーション

・対話を通じた実施条件、連携資源の有無等
の確認
・双方の役割、責任等の明確化

３ 事業スキーム構築、協定等の締結

・事業スキームを構築し、提案実現の可否を判
断。その後、案件ごとに、契約・協定等の締結方
法を個別判断

４ 共創事業の実施

・契約、協定等に基づき事業の実施
・定期的な対話による共創事業の成果、課題の
把握、成果の発信、PR

※提案内容や対話・調整の結果によっては、実現できないことがあります。

※対話の結果又は法令及び本市の契約上のルール等により、あらためて提案に関して公募等の手続きが必
要になる場合があります。
※提案の成立・不成立にかかわらず、提案及び対話・調整にかかる費用を市が負担することはありません。
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